
法務省民二第１５４号

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ 日

法務局民事行政部長 殿

（大阪を除く ）。

地 方 法 務 局 長 殿

法務省民事局民事第二課長

（ 公 印 省 略 ）

遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人とな

った場合の相続による所有権の移転の登記の可否について（通知）

標記について，別紙甲号のとおり大阪法務局民事行政部長から当職宛てに照

会があり，別紙乙号のとおり回答しましたので，この旨貴管下登記官に周知方

お取り計らい願います。










